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 9 月 20 日（土）から 21 日（日）にかけて、ビアス 

今回の研修では、（社）日本社会福祉士会が生涯にわたり研鑽を重ねていくべき共通の研修課題と

して設定している『権利擁護』『生活構造』『相談援助』『地域支援』『福祉経営』『実践研究』の６領

域の中から、『権利擁護』を取り上げました。 

福島県社会福祉士会の島野光正会長を講師に迎え、東日本大震災の際の福島県での活動と被災者

支援についてや、このような災害時に私たちソーシャルワーカーはどのように利用者の権利擁護を

行ったら良いのかなどについて、講義や演習を行って頂きました。受講者の皆さんは真剣な表情で

聞き入り、演習では活発な意見交換も行われるなど、熱心に取り組まれておりました。 

また、島野先生には 20 日の夜に開催した懇親会及び二次会にもご参加頂き、気さくに会員の輪に

加わってくださり会話も弾み有意義な時間となりました。 

パークしもつまを会場に「2014 年度第 1 回共通基盤研修」を開催しました。 

 

2014 年度茨城県社会福祉士会

定時総会を 2015 年 3 月 22 日

(日)に開催いたします。 

時間等の詳細は後日お知らせ

いたしますので、皆さまご予定

の調整をお願いいたします。 

http://www.csw-iba.org/
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県北ブロック  山里 和矢 

 

9 月 20 日（土）から 21 日（日）まで下妻市にあります、ビアスパークしもつまで行われた「2014

年度 第 1 回 社会福祉士共通基盤研修」に参加しました。 

研修は福島県社会福祉士会会長、郡山医師会郡山医療介護病院、保健福祉等事業推進室長等を兼

任なさっている島野光正先生による「東日本大震災と社会福祉士会～福島県での活動と避難者支援

～」というテーマでの講義、災害時という条件のもとでの自分と職場の関係や権利擁護について考

える演習でした。 

研修の資料を見直していますと、緊急地震速報が、長野県で震度 6 弱の地震が発生。全、半壊の

家屋があるなか死者は出ず。一安心でした。その時にテレビ番組で紹介されていたのが‘近助’と

いう考え方、白馬村では災害時にどのお宅に誰が助けに向かうかなどの情報を日頃から確認してい

る。というものでした。島野先生の講義も東日本大震災時に職場として出来た活動、社会福祉士と

して出来た活動。そしてその経験を生かし次に起こるであろう災害時に、より的確な支援が行える

ための組織作りについてであったことを思い出しました。震災、原発事故の時、先生の勤務する病

院が果たせた役割（病院機能の維持、他病院からの入院患者の受け入れ等）について、個（被災者）

と個（避難地での相談者）を繋ぐための個（罹災前の相談者）の必要性から生まれた相談支援専門

職チーム（福島県の社会福祉士会、介護支援専門員協会、医療ソーシャルワーカー協会、精神保健

福祉士会、理学療法士会、作業療法士会が組織）について、チームで検討されている内容について。

ここでは紹介しきれないほどのいろいろな取り組みがありました。 

講義の内容を踏まえ、災害時、職場として何ができたか。今振り返って何ができるか、それを考

えるのが演習のひとつでした。震災の時、電気は消え、食べる物もなく、利用者と職員とでバスの

中で暖をとったことは今でもはっきり覚えていますが、職場として出来たことは利用者を保護者の

もとに戻すこと、その後は家庭で、ということになりました。通所ということ、建物の安全確認が

できなかったこともあり、職場はその後 2 週間近く休業状態となりましたが、今振り返ると障害者

専用の避難所として利用する。備蓄品の保管場所としての機能を持つ。など担えた役割はあったよ

うに思いました。 

そして自分として何ができたか、職場での立ち位置を含めて考える時間がありました。今回の震

災では私も利用者を家に戻してからは一被災者として家のこと近所のことにあたりましたが、社会

福祉士として何か出来ることがあったかについては何も出てこず、地域の中ではほとんど存在して

いない自分に気づかされました。 

もうひとつ、福島県、茨城県の共通の問題として原発についてのお話がありました。今回、東海

原発は何とか事故を免れましたが、もし事故が起こっていたら状況は全く違うものになっていたこ

と、自分たちが避難しなければならなくなった時のことを考えての仕組み作りの必要性、普段から

組織として、個人としての役割を発信して地域の災害時の連携を深めることの大切さについて学び

ました。グループワークで他の参加者、他のグループのいろいろな意見が聞けたことも大変有意義

でした。 

最後に島野先生をはじめ研修部のみなさん、一緒に研修を受けた皆さんありがとうございました。

ビアスパークの名前のとおり懇親会の地ビールも大変おいしかったですね。 
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県央ブロック  芦川 康二 

 

平成２６年１０月１１日（土）に、茨城県総合福祉会館にて「債務整理について」というテーマ

で勉強会が開催されました。講師は法テラス茨城法律事務所の３名の弁護士の方で、それぞれ「①

債務／保証／その他、②債務整理の手法、③まずはご相談を」というテーマで、分かり易くお話を

してくださいました。 

 

①の債務／保証／その他では、一般的な債権債務の関係から、保証債務特に連帯保証、身元保証

から、利息、過払いに至るまで、成年後見に関わる場合に避けて通れないテーマも含んで、事例に

基づいて分かり易く解説して頂きました。特に、最後のヤミ金の実態は興味深く、問題の所在と解

決の糸口を知ることができ、大変有意義でした。 

 

②の債務整理の手法では、任意整理、自己破産、民事再生について、内容とそれぞれの活用のメ

リットとデメリットをお話頂きました。法テラスの受任ケースのほとんどが任意整理と自己破産と

のことでした。また、自分としては民事再生に興味があったので、どういった内容でどのように活

用できるのかを伺うことが出来て、とても参考になりました。その後、消滅時効と相続放棄につき、

意義と留意点のお話がありました。 

実のところ、自分の後見活動の中で債務整理をせざるを得ない機会があり、当初は時効の援用で

対応できていたのですが、次第に対応しきれなくなったときに法テラス茨城法律事務所にお世話に

なりました（泣き付きました）。全債務の把握から、どの制度を活用するかの判断に迷う場面まで、

飯田弁護士に一任して解決することができました。そうしたこともあり、立花弁護士が最後に、「出

来るだけ早い段階で専門家に相談することの大切さ」を指摘されていましたが、ひとつひとつ得心

しながら拝聴することができました。 

 

③法テラスの活用法について吉田弁護士からお話があり、法テラスが無料で使える法律問題の窓

口としてだけでなく、道路に空いた穴の補修の申立先まで情報提供して貰えることに驚きを覚えま

した。 

 

最後の質疑応答では、中途半端な法律知識で自分勝手に法律問題を解決するリスクと、そのリス

ク回避のために早期に法テラスを活用する有用性を再認識させて頂きました。 

この講座は、自分にとって後見活動をする上で大変有意義な時間となっており、今後も継続され

ることを期待しております。 
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県央ブロック ウェルビーイングさくら合同会社  佐久間 孝 

 

私はこの春、２８年間勤務した社会福祉法人を退職して、独立を果たしました。何とか半年が過

ぎ、仕事も収入も少しずつですが入るようになりました。この半年間のドタバタは、これから独立

する方に少しは役に立つかと、ペンを取ってみました。 

まず、独立に当たっては、何をするかを決めなければいけないわけです。私の場合は障害者の施

設支援や相談支援業務をやってきましたので、障害者総合支援法のなかの相談支援事業を始めるこ

ととしました。この事業を始めるには法人格が必要なので、法人の申請をしましたが、ここで壁が

有りました。社会福祉士として開業するわけですから、『○○○社会福祉士事務所 合同会社』と

したかったのですが、水戸法務局では「社会福祉士」が入っていては受け付けてくれませんでした。

やむなく、上記の会社名となりました。 

その後、５月に相談支援事業の認可が下りて、めでたく事業開始となりました。が、当然依頼は

少しずつしか入らず、本格化したのは７月頃となり、収入が入ったのは 10 月になってからです。

金欠になりました。それでも仕事自体は、相談支援事業が事業所不足で間に合わない状況だったた

め、すぐにフル回転となり、現在は来年３月まで予約でいっぱいの状況です。 

それから、相談支援事業以外に、施設の第三者委員や障害程度区分審査会委員、社会福祉士会の

研修会などの仕事も行っています。また、２～３年後に成年後見制度の後見人等ができるようにし

たいと思い、現在勉強中(基礎研修Ⅰ)です。将来は、後見人等の仕事をメインにしたいと考えてい

ます。 

この勉強なのですが、以前の法人で相談業務をしていた時は、「基礎研修は今さら・・・」とい

う気が有って、受けようと考えていませんでした。しかし、社会福祉士として看板を出し、「市民

に信頼される仕事をする」と考えると、やはり不安が有りました。事実、学ぶ中で新しい気付きが

有り、これが不安を払拭する糧となっています。また、後見人の仕事をするためには、基礎研修は

必須です。これから３年間は、まず基礎的な学習とその実践を丁寧にやって行き、事業の土台を固

めたいと考えています。 

また、独立型社会福祉士についてですが、現在の私の状況からだと、かなり遠くの存在に感じて

いますが、諦めずに目指そうと考えています。資格が目的でなく、勉強する目標として掲げるには、

かなり遠い方が良いと思っています。 

ここまで書くと、何となく苦労しているように感じますが、のびのびとした感じで楽しんで仕事

をしています。特に時間を自由に使えることが良かったです。昨年から母が認知症になったので、

母に合せて仕事を調整でき、気軽に介護が出来ているのは、独立の賜物かと思っています。 

会員の声 
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 職場やご友人に社会福祉士の資格をお持ちでまだ社会福祉士会に入会されていない方はいらっ

しゃいませんか？もし身近にそんな方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ社会福祉士会への入会の

お声かけをお願いいたします。 

 資格取得はスタートラインです。様々な研修に参加したり、懇親会でネットワークを広げたり、

社会福祉士会で更に自分を磨いて行きましょう！相談できる仲間が増えるとお仕事をする上でも

とっても心強いですよ♪ 

 茨城県社会福祉士会ホームページ（http://www.csw-iba.org/）にある入会申込書請求ホームから

入会に必要な書類を請求できますので、ぜひご活用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

県南ブロックでは、中央法規出版より、『相談援助職

の記録の書き方』を上梓された八木亜希子先生を講師

に迎えた研修を計画しています。 

３時間の短時間ではありますが、記録の書き方につい

て実践的に学んでみましょう。 

 

期 日：3月 14日（土） 14:00～（予定） 

場 所：霞ヶ浦医療センター（予定） 

テーマ：記録の書き方（仮題） 

講 師：八木 亜希子 先生 

 

＊詳細は県南ブロックホームページ等で追って 

お知らせいたします。 

【編集後記】 

今年も残すところあと 1 ヶ月を切りました。会員の皆さまも年末に向かい

クリスマスや大掃除、年始の準備にと、職場でもご家庭でもお忙しくされて

いることと思います。 

本会では年明けからも 2014年度第 2回共通基盤研修や定時総会、各ブロッ

ク主催の研修会などを予定しておりますので、ぜひスケジュールに組み込ん

で皆さまご参加くださいね。きっと新たな気づきやステキな仲間との出会い

があると思いますよ。 

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year！新たに迎える年

が皆さまにとって有意義で充実した年でありますよう心よりお祈りいたしま

す。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

広報事業部 

http://www.csw-iba.org/

